
日薬連発第 423 号 

2019 年 5 月 27 日 

 

加 盟 団 体 殿 

 

日本製薬団体連合会 

 

消費増税に係る業界標準マニュアル改定に関する連絡（通知） 

 

 

標記の通知が２０１９年５月２７日付にて日本製薬工業協会流通適正化委員

会情報システム小委員会より、当連合会宛てにありましたので送付いたします。 

つきましては、貴会会員への周知方宜しくお願いいたします。 

 

 



２０１９年５月２７日 
日本製薬団体連合会 殿 

 
日 本 製 薬 工 業 協 会 

流通適正化委員会 
情報システム小委員会 

 
 

消費増税に係る業界標準マニュアル改定に関する連絡（通知） 

 
すでにご承知の通り、２０１９年１０月１日に施行予定の消費増税における経過措置と

して、軽減税率の導入が予定されております。 

 
さて、当業界において定めている『業界標準マニュアル』は、卸・メーカー間における

医薬品商取引に関する情報利用の業界標準を定めるものであり、軽減税率に直接関係する

ものではありませんが、医薬品以外の業界からも広く参照されております。医薬品業界に

おいても、移行期は返品や割戻し等において新税率と旧税率が混在することになり、現在

の業界標準マニュアルで定める内容ではこれらの区分経理に対応することが困難である

ため、取引先企業における経理処理等の負担増となることが懸念されます。 

 
つきましては、消費増税に係る業界標準マニュアルの改定につきまして、別添資料の通

り実施いたしますので、貴連合会傘下各団体へのご案内をよろしくお願い申し上げます。 

 
 

以上 

 

別紙１：仕切書様式 

別紙２：消費増税におけるＪＤ－ＮＥＴデータ交換対応指針（JD-NET 協議会） 

 

  



（別添資料） 

２０１９年５月２７日 

製薬協 流通適正化委員会 

情報システム小委員会 

 

製薬協 業界標準マニュアル改定のお知らせ（通知） 

 

この度、業界標準マニュアル※の改定を以下の通り実施いたしますのでご案内申し上

げます。 

なお、改定版は従来どおり製薬協ホームページにて掲載いたします（６月上旬掲載予

定）。 

 

※医薬品商取引に関する情報利用の業界標準 

 

記 

 

＜改定日＞ 

２０１９年１０月１日 

 

＜改定の概要＞（別紙 1参照） 

・仕切書様式の「消費税等」の項目欄に 

（税率を明示※注） ※注：区分経理が可能となるよう記載 

を追加 

・EDI 仕切書フォーマット（伝票単位又は取引単位方式）に消費税レコードに関する

記述を追加 

 

＜改定の理由＞ 

業界標準マニュアルは医薬品商取引に関する情報利用上の業界標準について規定 

されたものであるが、医薬品以外の業界からも広く参照されているため、 

消費増税における移行期の旧税率や軽減税率等の区分経理に対応した内容とするため 

 

＜製薬協 HP（業界標準マニュアル）＞ 

 http://www.jpma.or.jp/about/basis/guide/trade.html 

 

（参考） 

業界標準 EDI（電子データ交換）である JD-NET システムに関しては、同様の理由から

（別紙 2）にあるような対応指針通知を製薬協－卸連連名で JD-NET 協議会に依頼し、 

JD-NET 協議会会員各社宛て発出されております。 

 

以上 



（別紙 1）仕切書様式 

 



 

 



2019 年 5 月吉日 

JD-NET 協議会 

会員企業 各位 

JD-NET 協議会 

 

消費増税に伴う軽減税率制度に関する 
JD-NET システムの対応について 

 

 平素は JD-NET システムをご利用いただき厚く御礼申しあげます。 

 さて、ご承知のとおり、2019 年 10 月 1 日に消費税率の改定および増税に伴う軽減

税率制度の導入が予定されています。 

 JD-NET システムにおける軽減税率対応に関し、JD-NET の目的である「医薬品並

びに関連製品の流通の合理化・効率化」に支障を来たすと判断し、日本製薬工業協会並

びに日本医薬品卸売業連合会にて検討された共通ルールを指針として採用することと

致しました。つきましては、指針内容に関しまして別添のとおり連絡させて頂きますの

で、指針に沿った対応の実施にご協力頂きます様お願い申し上げます。 

尚、「業界標準マニュアル」の仕切書様式についても消費増税に係る改定が行われる

予定とのことです。 

 

記 

 

1． 対応内容 

「消費増税における JD-NET データ交換対応指針」を参照願います。 

※当指針の検討にあたっては、現行の仕切価フォーマットへの影響を最小限に

抑えることを前提に検討しました。 

 

2． 対象データ 

 仕切書データ 

 

3． 対応時期 

２０１９年１０月１日 計上データより    ※新税率適用時より 

 

4． 本件に関する問い合わせ先 

JD-NET センター運用担当 

TEL: 0120-33-6291 受付時間： 9:00～17:00 (土日、祝祭日、年末年始を除く) 

E-mail： jdnet_support@am.nttdata.co.jp 

※別添 FAQ もご活用ください。JD-NET Web SYSTEM の HP にも掲載しています。 

以上 

別紙２ 



（別紙） 

「消費増税における JD-NET データ交換対応指針」 
(業界団体検討結果) 

 

掲題について、以下のとおり制定しました。 

 
１． 対象となるデータ種別（フォーマット） 

『仕切書データ』(データ識別:25)  
① 明細単位方式－ 250 バイト－ 
② 明細単位方式－ 500 バイト－ 
③ 伝票単位又は取引単位方式－250 バイト－ 消費税合計レコード 
④ 伝票単位又は取引単位方式－500 バイト－ 消費税合計レコード 

 
２． 対応内容 

(1) 明細単位方式（①および②） 
・軽減税率対象のデータの場合、システムリザーブ項目（フォーマット項目

No.31）に＊（アスタリスク）をセットする。 

 
(2) 伝票単位又は取引単位方式 消費税合計レコード (③および④) 
・商品名項目（フォーマット項目 No.12）に以下の値をセットする。 

登録値 摘 要 

ｼﾖｳﾋｾﾞｲ(ｹｲｹﾞﾝ 8%) 軽減税率対象の取引の場合 

ｼﾖｳﾋｾﾞｲ(8%) 標準税率対象の取引で、10 月 1 日以降に 8%税

率のレコードを送信する場合(返品、割戻など) 

ｼﾖｳﾋｾﾞｲ(10%) 標準税率対象の取引で税率 10%の場合 

※その他の税率を適用する必要がある場合には、上記の記載方法に準じた表記を 

行うこと 

 
・単価項目（フォーマット項目 No.14）に以下の値をセットする。 

登録値 摘 要 

00000008 軽減税率または旧税率（8%）の場合 

00000010 標準税率（10%）の場合 

※その他の税率を適用する必要がある場合には、上記の記載方法に準じた表記を 

行うこと 

 
・直送先コード項目（フォーマット項目 No.24）に以下の値をセットする。 

登録値 摘 要 

＊(アスタリスク) 軽減税率対象の場合 

 

  



仕切書データ 明細単位方式フォーマット 

 
    ： 

250 バイトフォーマット 

 

 

500 バイトフォーマット 

 

軽減税率対象の場合、 

“＊”(アスタリスク)をセットする 

軽減税率対象の場合、 

“＊”(アスタリスク)をセットする



仕切書データ（伝票単位又は取引単位方式）消費税合計レコードフォーマット 

（250 バイトフォーマット、500 バイトフォーマット共通） 

 

 

 

 

ｼﾖｳﾋｾﾞｲ(ｹｲｹﾞﾝ 8%)：軽減税率対象の取引の場合 

ｼﾖｳﾋｾﾞｲ(8%) ：標準税率対象の取引で、10 月 1 日以降

    に 8%税率のレコードを送信する場合

    （返品、割戻など） 

ｼﾖｳﾋｾﾞｲ(10%) ：標準税率対象の取引で税率 10%の場合

※その他の税率を適用する必要がある場合には、上記の記

載方法に準じた表記を行うこと 

00000008：軽減税率または旧税率（8%）の場合 

00000010：標準税率（10%）の場合 

※その他の税率を適用する必要がある場合には、上記

の記載方法に準じた表記を行うこと 

軽減税率対象の場合“＊”(アスタリスク)を左詰で

セットする


